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１. 自己紹介

高橋 哲平（たかはし てっぺい)
株式会社World.Human.Support 取締役
公益財団法人埼玉県産業振興公社 外国人人材活用支援アドバイザー
中小企業診断士・社会保険労務士
【職歴】
◆2001年～ 大手小売業 鮮魚部門（アジを1日10ケース捌く）
◆2003年～ 塗料卸売業 営業部門（ペイント商人 別名 油売り）
◆2007年～ 塗料製造業 営業部門・人事部門
◆2018年～ 技能実習生監理団体職員
◆2020年～ 独立開業（登録支援機関として特定技能に従事）



１. 自己紹介

会社名：株式会社World.Human.Support（ワールドヒューマンサポート）
所在地：埼玉県川口市栄町3‐4‐14 ダイヤピア1階Ｂ
設立年：2020年4月
事 業：登録支援機関、有料職業紹介事業、無料職業紹介事業、

外国人人材活用・採用コンサルティング
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イントロダクション
～増加傾向にある外国人入国者～



３.イントロダクション

2020年10月（朝7：00）
羽田空港国際線ターミナル到着ロビー

コロナ禍における入国制限

2023年4月（朝7：00）
羽田空港国際線ターミナル到着ロビー
水際対策完全解除



３.イントロダクション

【絶えることのないニュース】
＜ネット検索＞「人手不足 外国人」でヒットしたニュース

✧愛知県の外国人6.6%増の32万人 製造業の人手不足でニーズ強く
（2025年8月6日 日本経済新聞）

✧鹿児島県の外国人住民が過去最多に 増加率全国4位 背景に人手不足
（2025年8月7日 YAHOOニュース）

✧測量士にネパール人、人手不足で後輩外国人も続々入社 熊本の企業で
（2025年6月16日 日本経済新聞）

＜ネット検索＞「技能実習・特定技能・事件」でヒットしたニュース

✧佐賀・伊万里の母娘死傷、ベトナム人実習生を逮捕 強盗殺人容疑
（2025年7月28日 日本経済新聞）

✧「日本に来るために100万円以上の借金」増加するベトナム人犯罪
（2025年4月26日 信越放送）

✧日本語試験替え玉「在留資格の特定技能への切り替え」
（2025年6月6日 読売新聞）



３.イントロダクション

出典：出入国在留管理庁「令和６年6月現在における在留外国人数について」2024年6月、
https://www.moj.go.jp/isa/content/001430940.pdf



３.イントロダクション

出典：出入国在留管理局「令和６年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434755.pdf



３.イントロダクション

※中国は総数が多いが前年増減率は６．３％と低調推移
※2番目に多い国「ベトナム」は１２．３％の増減率（増加傾向）
※増減率が一番高い国は「ミャンマー」
※続いて、インドネシア（３４．０％）、ネパール（３２．２％）と増減率推移

出典：出入国在留管理局「令和６年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434755.pdf



３.イントロダクション

出典：出入国在留管理局「令和５年６月末現在における在留外国人数について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001403955.pdf



技能実習制度の歴史
～本音と建て前に塗り固められた制度～



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

年 技能実習制度 日本経済
1960年代 海外現地法人社員向けの研修制度が開

始（大企業中心）
高度経済成長期（東京オリ
ンピック1964）

1980年代 中小企業にも対象拡大、団体監理型に
よる研修生受入開始

バブル経済期（1986-1991）

1993年 技能実習制度開始（技術移転が目的） バブル崩壊（1991）、平成
不況の始まり

2010年 入管法改正：在留資格「技能実習」創
設、罰則や監理団体義務化

リーマンショック後の回復
期

2017年1月 外国人技能実習機構（OTIT） 緩やかな景気回復局面
2017年11月 技能実習法施行、技能実習3号 人手不足深刻化、外国人労

働者増加

2024年4月 技能実習制度運用要領改正（労働時間
規定明確化）

コロナ禍後の経済回復、物
価上昇（インフレ局面）

2024年11月 技能実習制度運用要領再改正（転籍規
定改善）

円安・インフレ続く



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

＜1960年代＞
海外現地法人社員向けの研修制度が開始（大企業中心）

（背景）
・1960年代、日本は「所得倍増計画」のもとで年平均10％近い高度成長を
実現。輸出産業（自動車、電機、造船など）が急拡大。

・労働需要が急増し、農村から都市への大量人口移動が進行。
・人手不足が深刻化し、都市部の製造業・建設業でも将来の人手確保が課
題に。

・経済成長に伴い、日本企業はアジアを中心に海外現地法人や工場を設立。
・現地の従業員に日本の技術や品質管理を教える必要。
・研修制度の原型が誕生。「現地社員を日本に呼び寄せて研修する」という形態。

⇒この「国際貢献」と「技術移転」という発想が、後の技能実習制度の建前
（目的）に直結。



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

＜1980年代＞
中小企業にも対象拡大、団体監理型による研修生受入開始

（背景）
・1970年代のオイルショックを経て、日本経済は安定成長期に突入。
・製造業は依然として国際競争力が高く、自動車・家電・半導体など輸出
産業は拡大を続け、労働需要は高水準を維持。

・高度経済成長期に都市部へ移動した若者は、より条件の良い事務職・
サービス業へシフト。

・製造業・建設業・農業などの「3K職場（きつい・汚い・危険）」で慢性
的な人手不足が深刻化。

・大企業だけでなく、中小企業も海外に進出するケースが増加。
・海外現地法人を持たない企業でも外国人研修生を受け入れられる「団体
監理型」の仕組みが登場

⇒労働力不足という“国内要因”と、技術移転・国際協力という“国際要因”が
合流した時期



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

＜1993年＞
技能実習制度開始（技術移転が目的）

（背景）
・1991年にバブル経済が崩壊し、日本は「平成不況」に突入。
・景気は低迷したものの、一部の産業（建設・農業・中小製造業）は依然
として深刻な人手不足。

・人手不足解消のため、外国人労働力の受け入れが現実的な政策課題に。
・1980年代後半から外国人研修制度が広がり、研修生が実質的に労働に従
事している事例が増加。

・当時の制度は労働者として認めず、労働基準法や最低賃金法の適用外で、
低賃金・長時間労働が横行。

・国際社会や国内メディアから「人権侵害」との批判が高まり、制度の法
的整備が求められた。

・日本政府は「開発途上国への技能移転」を旗印に、労働力受け入れを正
当化する政策枠組みを模索。

⇒労働力確保の実態を持ちながらも、国際貢献という理念を前面に押し出す
制度設計がされた。



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

＜2010年＞
入管法改正：在留資格「技能実習」創設、罰則や監理団体義務化

（背景）
・多くの者が低賃金・長時間労働・パスポート取り上げ・自由な転職不可
などの劣悪な環境に。

・一部の監理団体や受入企業による不正行為（名目研修での単純労働、暴
行、失踪強要）が報道され、国内外から批判が高まる。

・2007年には米国国務省の人身取引報告書で日本が初めて「監視対象国」
に指定。

・国際労働機関（ILO）や国連からも「技能実習制度は人身取引や強制労働
の温床」との指摘。

・技能実習を「研修」ではなく正式な在留資格「技能実習」として位置づ
け、労働基準法や最低賃金法の適用を明確化。

⇒技能実習制度が「国際的な人権批判」を受けて初めて本格的に法的整備さ
れた転換点



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

＜2017年＞
外国人技能実習機構（OTIT）の設立
技能実習法施行

（背景）
・最低賃金法、労基法などが適用されるようになったが、長時間労働、賃
金未払い、暴行、ブローカー問題などが継続した。

・実習生の失踪者数は2010年代半ばから急増し、労働環境や転職の制限が
背景にあると指摘された。

・米国国務省の人身取引報告書では、改善努力は認めつつも厳しい評価が
続いた。

・外国人技能実習機構（OTIT）による監査・罰則の強化
・技能実習法施行。OTITが正式に法律に基づく監督機関として活動を開始。
・技能実習３号設立（優良実習企業は2年追加実習可能）
・生活指導員、技能実習指導員、を制度設立

⇒技能実習制度が単なる入管法上の資格制度から、専用の法律と監督機関を
持つ「独立した制度」へ格上げされた年。



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

＜2019年～＞
特定技能制度開始
技能実習制度改正へ

（背景）
・制度目的と実態の乖離が限界に（建前：技能移転、実態：人手不足）
・長時間労働、賃金不払い、転職不可、などの問題が依然として継続。
・2019年特定技能制度開始（本音と建て前が一致した制度）。
・2020年代に入っても年間1万人前後の失踪者が発生（実習制度）。
・新制度育成就労制度創設（実習修了者が特定技能へ円滑に移行）
・現行の技能実習制度は廃止へ

⇒制度開始から約30年続いた技能実習制度が終わり、「育成就労制度」とい
う労働力確保と人権保護を両立させる新制度への転換が決定した年



４.技能実習制度の歴史～本音と建て前に塗り固められた制度～

＜インドネシア国内事情＞

・2024年、インドネシア海外労働者保護庁の局⻑は、⽇本の技能実習制度に
ついて「正式な送り出し制度の⼀つである」ことを認めつつも、制度内で
発⽣する労働環境や職務内容の不⼀致、⻑時間労働などに対して課題があ
るとする⾒解。

・2025年には、労働者保護関連のインドネシア政府⾼官からも、技能実習制
度は労働者保護の観点から⼗分ではないとの課題認識や、制度改善の必要
性に⾔及する発⾔が報道。

・SNS等で技能実習制度に対するネガティブキャンペーンが増加している。

⇒「技能実習」から「特定技能」への移⾏が明確に！
2023年末時点で、特定技能外国⼈は約44,000⼈と急増（前年比1.6倍）

技能実習よりも特定技能の受⼊が急拡⼤
インドネシアの送り出し機関も特定技能中⼼へシフト



技能実習制度の実際
～監理団体職員としての経験談～



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

①監理団体による定期監査・指導
・労働法遵守
・実習計画の遵守
・適切な宿舎提供
・実習生との面会、指導

②技能実習１号終了前
・技能検定基礎級の受験

③技能実習２号へ資格変更
・資格変更書類の作成

④技能実習２号終了前
・技能検定随時３級の受験

⑤実習機構による監査



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜定期監査について＞
（監理団体による監査）
・３カ月に１回行う監査（原則：担当者以外が行う）
・賃金台帳、出勤簿、技能実習日誌、認定計画履行管理簿、などを確認
①賃金が適切に支払われているか
②実習計画とおり実習が遂行されているか
③労働法規が適切に守られているか。
④本人との面談を通じ、人権が保護されているか など

（実態はどうか？）
・３ヶ月に１回は監査は行うが担当者が行うことも多々あり。
・賃金については、しっかりと確認する（最賃、雇用条件）
⇒外国人本人も敏感。大使館やOTITへの申告を恐れる

・帳簿については、受入れ企業が記入するのが原則。
⇒記入していない企業が多く、監理団体が記入することも。

・外国人本人への面談は行う担当が多いが行わない者もいる
⇒相談事を深刻とは捉えず、抑え込むことも多い

⇒馴れ合いとなってしまっているといえる



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜定期監査について＞
（外国人技能実習機構OTITによる監査）
・予告なく突然訪問され監査を受ける
※監理団体担当者の情報網により事前準備
※担当者（社長）が居留守を行い、後日とすることが多い

・賃金台帳、出勤簿、技能実習日誌、認定計画履行管理簿、などを確認
・宿舎の確認も行われることが多い。
※清掃ができているか。衛生的かどうか。間取りは計画通りか。



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

１,実施時期
2019年5月28日 19：00～20：00
2019年5月29日 19：00～20：00

２,実施場所
株式会社○○ 宿舎食堂

３,参加者
宿舎利用実習生9名

４,目的
寄宿舎の衛生状況を改善するための案を議論し実行することで実習生の
寄宿舎での安全と衛生を確保する。



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

【２階】
①蛍光灯が外れたままになっている。
②2階キッチンのゴミ箱が開いたままになっている。
③2階キッチン棚の扉が破損したままになっている。
④2階廊下にゴミ、紙くずが散乱している。



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

掃除の仕方検討

・キッチン担当は、シンク、コンロ、床だけではなく汚れが目立つ換気扇、窓、壁
等についても行ったほうがよいのではないか。

・２階の廊下の床についても掃除を行ったほうがよいのでは。
・２階キッチン回りについても定期的な掃除が必要。
・週に１回ではなく毎日できる簡単な掃除はないか。

・キッチンの掃除は、今まで通り毎週行うが４週間に１回は換気扇、窓、壁等の掃
除も実施する。

・２階キッチンについても毎週掃除を行う。
・毎日できる掃除としてテーブルに台布巾を設置し食後、拭くことを習慣化、三角
コーナーの生ごみは毎日捨てることを実施。

・ゴミ箱には極力使わないときはふたを閉め、虫の発生を防ぐ。
・整理整頓のポスターを目立つところに貼る。
・２階蛍光灯やキッチン棚の破損については、会社へ相談し対策の援助を依頼する。



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜技能検定について＞
・技能実習１号修了前に行う基礎級試験

※実技と学科を行う基本的試験
⇒合格できなければ強制帰国（但し、合格率は高い）

出典：外国人技能実習機構「令和５年度における技能検定の状況について」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002276783.pdf



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜技能検定について＞
・技能実習２号修了前に行う随時３級試験

※実技と学科を行う
※合格できれば特定技能１号として他社へ転職可能

出典：外国人技能実習機構「令和５年度における技能検定の状況について」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002276783.pdf

（実態はどうか？）
・実技と学科があるが実技のみを受けさせる企業が主（費用発生のため）
・職種により難易度が異なるという問題点

※クラッシュにより数千万円の機械が損傷
・申込だけして（法定のため）辞退する企業も多い



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

鋳造職種の試験風景 機械加工職種の試験風景



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜実習生のリアルな生活＞
【失踪】
・給料日の翌日に突然姿を消すことが多い
・闇バイト加担の事件が増加傾向
・給料未払いなどの企業に責がない場合は、企業側に大きな問題はない
・最近は、家族の不幸の書置きをして失踪するパターン増加
・国籍ごとに異なる失踪率

出典：出入国在留管理局「技能実習生の失踪者の状況（推移）」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001425159.pdf



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜２０１９年１２月＞

✓２２：００ 職員の携帯電話が鳴る
実習生Ｃ：「先生大変です！実習生Ｒが帰ってきません。」
職員 ：「Ｒの荷物は？今日、会社は？」
実習生Ｃ：「荷物ありません。今日、会社休んでいます。」

※当該会社の手取り賃金は残業代含み、１５万円程度。
賞与も１０万円支給されていて、待遇には問題ない。

※実習生Ｒは、日本語は下手だが毎日自炊しているし真面目。
※失踪したのが給料日の翌日であった（計画的）。
※実習生Ｒから不満の声はなかった。

⇒翌日早朝、企業へ向かい事情聴取（まるで刑事）
アパート確認（部屋の荷物ない・）

    自転車ある（駅まで歩いたか・・、仲間か？）
⇒警察署、生活安全課へ行方不明の届出と写真を渡す（指名手配）
⇒ベトナム大使館へ、賃金台帳等提出



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

【病院対応】
・腹痛なのに整形外科に行ってしまうため、企業または監理団体の引率

＜２０１９年７月＞
実習生：「腰が痛い。病院へ連れて行ってください」
職員 ：「分かったよ。明後日に行こう。１５：００に迎えに行くよ」

※当実習生は、夜勤が多く、重量物を取り扱う職種。日本人労働者も腰痛持ち
が多い。

※当実習生は、父が日本人、母がタイ人。明るい性格で優秀。日本語も達者。
⇒実習生の鏡のように真面目

腰痛は癖になる。整骨院、接骨院、鍼灸院に連れて行ったが治らない。

※腰痛は癖になるから、針治療を定期的にやりながら実習を頑張れ、と励ます。

会社 ：「腰痛は労災になったら面倒だ。帰国させたい。」
         職員 ：「本人と相談、大きな病院で再受診しましょう。」

※相談の結果「先生、帰国します。」となった。最後まで明るく帰国していった。



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜２０１９年８月＞
１２：３０頃 携帯電話が鳴る
実習生：「先生！！足が痛い、動けない（電話口で泣きそうな声）」
職員 ：「分かった、今から行くから（春日部⇒狭山へ大移動）」

⇒病院へ連れて行った結果・・・痛風ですね・・・！？

※その他、コロナ禍前半に同じ車で発熱外来引率 等々



５.技能実習制度の実際～監理団体職員としての経験談～

＜２０１９年８月＞
建設業の宿舎を訪問（２１：００頃、監理団体職員は当たり前の時間です。）

※いつも明るい実習生Ｂが元気ない。
職員 ：「どうした？元気ないな？」
実習生：「殴られています。怒鳴られています。実習は続けたいけどきつい。」

（唇が腫れている、同じ現場の先輩に事実を確認）
※日本人社員Ｔが現場で言うことを聞かないＢを殴った。過去にもあった。

翌日、同社の社長を訪問
⇒社長の出方次第では、受入実習生６人を引き上げる

※事実確認（社長は知らなかった）。
社長 ：「悪かった。社員には注意する」
職員 ：「実習生Ｂと社員の現場をるように。再発防止に努めてください」

※その後、暴力もなくなり、実習生Ｂも何とか実習を継続している。



特定技能制度の歴史
～建前を脱ぎ捨てた外国人材受入れ～



６.特定技能制度の歴史～建前を脱ぎ捨てた外国人材受入れ～

１．制度誕生の背景（2010年代）
・技能実習制度の限界
⇒本音と建て前の乖離
⇒転職の自由がなく、労働条件や人権侵害の問題が続発。

・人手不足の深刻化
⇒高齢化・人口減少で建設、農業、介護、外食などで慢性的な人手不足。

・国際的圧力
⇒国際機関から「技能実習制度は人身取引の温床」との批判が継続。

２．制度創設（2019年4月施行）
・改正入管法により「特定技能」在留資格を新設。 
・目的：深刻な人手不足分野で、即戦力となる外国人材を確保する。
・特定技能1号（最長5年） 
・特定技能2号（期限なし・家族帯同可）：熟練技能
・転職可能
⇒地方の人手不足顕著に。地方からの転職希望者実際に多い。



６.特定技能制度の歴史～建前を脱ぎ捨てた外国人材受入れ～

＜特定技能の在留資格を外国人が取得するには２つの要件がある＞

①技能実習２号を良好に修了していること
⇒つまり、技能検定随時３級に合格しているということ（原則）

②特定技能１号評価試験と日本語検定Ｎ４以上に合格していること

即戦力として活躍可能（日本語レベルも実習生よりも高い）



６.特定技能制度の歴史～建前を脱ぎ捨てた外国人材受入れ～

＜転職ができる制度＞
●特定技能外国人の自己都合退職者数は19,899人（令和４年11月末時点）
●特定技能外国人の自己都合離職率は16.1％（令和４年11月末時点）
●労働政策研究・研修機構（JILPT）「ユースフル労働統計2022」によると日本人労
働者の自己都合離職率は、10.5%（令和2年）

●自己都合離職後の状況は、帰国（34.1％）、転職（30.3％）

＜実際にあった話＞
●５０００円の月額給料の差で３年勤務した会社から転職
●友人（他社勤務中）の給料明細を見せつけ、賃上げを交渉
⇒賃上げ不可の場合は、転職していく（引き抜きに近い状況）
⇒ＳＮＳを通じ、給料明細を見せ合う異常さ。
⇒同業種・同職種内で白熱する賃金競争

●正式な職業紹介免許を持たないブローカーによる斡旋（騙される外国人多い）
●人材紹介料など企業は負担を負うが投資回収できない状況で他社へ転職
●地方の最賃により都市部へ人材が集中
⇒実際に沖縄、岩手、福岡、などの地方からの応募者が多い

出典：出入国在留管理局「特定衣制度の現状について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001397709.pdf



登録支援機関としての使命
～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



会社名：株式会社World.Human.Support（ワールドヒューマンサポート）
所在地：埼玉県川口市栄町3‐4‐14 ダイヤピア1階Ｂ
設立年：2020年4月
事 業：登録支援機関、有料職業紹介事業、無料職業紹介事業、

外国人人材活用・採用コンサルティング

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



・埼玉県川口市に拠点を置く、特定技能外国人人材を支援する会社
・特定技能外国人人材を紹介する会社
・主な紹介国籍者は、インドネシア・ベトナム

※当社の80％がインドネシア人材

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



スマトラ

ジャワ

バリ

パプア

製造 外食 建設 介護 物流

人材 求人

送出機関

ビザ取得
働ける状態で配属

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜当社送出機関について＞

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜技能実習経験者の紹介＞

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜インドネシア政府公認トレセン人材の紹介＞

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜建設トレーニング実施人材の紹介＞

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜受け入れ体制の構築＞
①製造業（経済産業省）
・製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会（JAIM）への加入
⇒工業製品分野において受入れ可能な産業分類が決まっている
⇒年会費：中小企業６万円（２０２５年度は半額）

出典：経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kogyoseihin-seizogyo_gaiyo_2025.07.pdf

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜受け入れ体制の構築＞
②建設業（国土交通省）
・建設技能人材機構（JAC）または賛助会員団体への加入
⇒年会費：６万円～ 受入負担金：毎月12,500円/人～

・キャリアアップシステムへの加入・建設業許可

出典：国土交通省「建設分野における外国人技能者の受入れ」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001481316.pdf

＜FITSによる監査＞
・賃金、各種協定、資格、健診など
・状況を書面または面談監査
・外国人技能実習機構のような役割
・建設職種のみの制度

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜受け入れ体制の構築＞
③介護（厚生労働省）
・介護分野における特定技能協議会への加入（年会費無料）
・すべてオンライン上で行う

④外食（農林水産省）
・食品産業特定技能協議会への加入（年会費無料）
・特定技能試験の受験登録などの際にシステムを通じ申請
⇒システム利用料として年会費３３，０００円が発生

⑤その他
・ビルクリーニング（厚生労働省）
・自動車整備（国土交通省）
・航空（国土交通省）
・宿泊（観光庁 国土交通省）
・自動車運送（国土交通省）
・農業（農林水産省）
・飲食料品製造業（農林水産省）
・林業（農林水産省）
・その他

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



出典：出入国在留管理局「特定技能外国人受け入れる際のポイント」
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001101375.pdf

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜入国後＞

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



＜入国後＞

７.登録支援機関としての使命～外国人材と企業をつなぐ架け橋～



特定技能外国人からの相談事例
～就労現場から見える光と影～



8.特定技能外国人からの相談事例～就労現場から見える光と影～

＜仕事関係＞
１,人間関係について
●日本人と同様に外国人も人間関係に悩みを持つ

＜事例＞
✧「日本人がさぼっていて、私たち外国人に仕事を押し付けている」
⇒その企業の一員としての当事者意識が芽生えているととらえられる
日本人社員が怠慢なのか、外国人の一方的主張なのか現場を確認する
日本人社員の怠慢が認められたため、上司から指導を行った。

✧「特定の日本人と一緒に現場を回っても仕事を教えてくれない」
「何をしたらよいのかわからない。危険だと思います」

⇒他の社員（日本人、外国人）に状況を確認、聴取
実際に特定の日本人に非があったと思えたため日本人社員を指導してもらった
当該日本人と一緒に現場を回ることを避けるシフトにチェンジした

✧「日本人社員がバカにする。国に返すからな～、と言ってくる。悔しい」
⇒日本人社員に話を聞いたところ、冗談も含め言っていた（真意ではない）。
その旨を外国人本人に伝えるとともに、日本人社員にも意識をしてもらった。



＜仕事関係＞
２.待遇について
●1年毎に待遇改善をしてくれる企業が多い。

＜事例＞
✧外国人コミュニティを通じ、各人の給料を調査している
⇒給料明細を見せることを気にしない者が多い

✧他社に勤める友人の情報を出し、給料アップを交渉してくることもある
⇒給料アップをしなければ退職し転職すると強硬手段に出る者もいる
⇒仕事能力に見合わない人材の場合は、辞めてもらってもよいと個人的に考える
⇒解決策として、定期的な面談を通じ、能力評価を行う

３.退職について
●特定技能外国人は他社への転職が可能。

＜事例＞
✧「休憩時間が短い」

⇒企業へその旨を伝え改善してもらうことで残留した
✧「給料が安い」

⇒相互の希望などを聴取し話し合いの場を設け対応（退職が多いが）。
✧「キャリアアップのために他社へ行きたい」

⇒応援という形で対応
✧「国に帰りたい（ホームシック、家族の都合）」

⇒理由を聞いて一時帰国対応で残留可能な場合もある。

8.特定技能外国人からの相談事例～就労現場から見える光と影～



＜生活・法令関係＞
１.一時帰国の相談
●イスラム教におけるラマダン（断食明け）期間の帰国希望者が多い。
⇒受入企業の判断となるが・・・

＜事例＞
✧在留期間をしっかりと確認すること（再入国の可否）。
⇒在留期間内であればみなし再入国が可能
（期間更新申請後であれば在留期限＋２か月については再入国可能）

✧在留期間を気にせず飛行機のチケット取得
※在留期限２月１０日の場合で、２月１日～４月１５日まで帰国
⇒再入国できなくなるので、帰国日を繰り上げ４月１日までに帰国してもらう

２.自分で宿舎を探すことを希望
●共同生活のスタイルが多く、ワンルームなど一人で居住を希望する者が多い
＜事例＞
✧外国人は初期費用についての認識が甘い者が多い
✧礼金、敷金、家電、など初期費用がかかる旨を伝えるとあきらめる者が多い
✧外国人専門の不動産会社も増えており、そちらを紹介することで対応

8.特定技能外国人からの相談事例～就労現場から見える光と影～



＜生活・法令関係＞
３.脱退一時金の相談
●掛けた年金が日本に永住しない外国人に返還される制度

＜事例＞
✧技能実習３年＋特定技能２年経過すると脱退一時金を取得するため退職を希望する
※脱退一時金の満期は現状５年
脱退一時金を取得するためには、社会保険脱退し日本に住所がない状態にする

⇒一度会社を辞めて、日本に住所をなくし帰国。
母国で年金支給後、再入国再入社のパターンが増えている。

⇒５年就労している者は、有給休暇が４０日程度所有している者もいる
⇒退職すると有給休暇がゼロになる旨を伝え、有給を使って一時帰国した方が良いの
ではと伝え、退職時の事務手続を緩和

・現状は可能だが、みなし再入国者はこのやり方で脱退一時金取得が困難になる改正
・現状は５年だが、実習生（３年）と特定技能（５年）の計８年に法改正を予定

8.特定技能外国人からの相談事例～就労現場から見える光と影～



＜キャリアプランの相談＞
１.特定技能２号についての相談
●特定技能２号を取得することで、永住権取得の道が開ける

出典：経済産業省：「製造業分野の特定技能２号追加について 」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20230609.pdf

8.特定技能外国人からの相談事例～就労現場から見える光と影～



＜キャリアプランの相談＞
１.特定技能２号についての相談
●分野により異なる要件

＜製造業の場合＞

テキストも「ルビ入り」のが販売されはじめ、今後2号外国人増加必至

出典：経済産業省：「製造業分野の特定技能２号追加について 」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20230609.pdf

8.特定技能外国人からの相談事例～就労現場から見える光と影～



外国人人材活用における社労士の役割
～法令遵守と職場改革のパートナー～



9.外国人人材活用における社労士の役割

制度の翻訳者

✧入管法、労働基準法など、外国人雇用に関連する複数
の法令を横断的に解釈し、企業へ支援・指導。

✧在留資格ごとの就労可否、更新期限、必要書類の運用
支援。

✧労働時間管理、賃金計算、社会保険加入状況、契約内
容が法令に沿っているかを定期点検。

制度の通訳者

✧文化・慣習を理解し、企業と外国人双方の立場を理解。
就業規則や労務慣行の改善提案を通じて摩擦を減らす。

✧面談制度や相談窓口の設計、異文化理解研修などを通
じて職場内での意思疎通を円滑化。

✧残業管理、安全衛生、生活習慣の違いから生じるトラ
ブルを未然に把握し、改善策を提案。

経営の助言者

✧外国人材を短期採用にとどめず、中長期的な定着・
キャリア形成を踏まえた採用計画の提案。

✧特定技能2号や制度改正を踏まえた経営方針や配置転換
の戦略化。

✧離職リスク低減策や、採用・教育・更新に伴うコスト
試算を経営判断の材料として提供。



ご清聴ありがとうございました

https://wh-support.co.jp/
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